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令和７年10月21日
第　　  639 　　号

方針（令和２年11月福岡県告示第889号の３）の一部を次のように改正し、令和７年10

月21日から施行する。

　　令和７年10月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　別紙１－６第１及び第２中「まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群」を「ま

さば及びごまさば対馬暖流系群」に改める。

　別紙１－11第５を次のように改める。

第５　その他資源管理に関する重要事項

　　　資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第1982号）の本則の第１の２⑸に定

めるステップアップ管理を行う。

　　　養殖用種苗（もじゃこ）について、ぶり養殖関係県の合意に基づく採捕計画の範

囲内で管理を行う。

　福岡県告示第604号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和７年10月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路 線 名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

朝　倉 県　道 甘　木
吉　井 線

前 朝倉市黒川6076番１先から
朝倉市黒川5767番１先まで

4.3
～
85.8

1023.0

後 朝倉市黒川6076番１先から
朝倉市黒川5767番１先まで

7.0
～
85.8

1023.0

公　　　告

目　　　次
　　　　告　　　示（第603号・第604号）

○福岡県資源管理方針の変更　　　　　　　　　　　　　（水産振興課）……………１

○道路の区域の変更　　　　　　　　　　　　　　　　　（道路維持課）……………１

　　　　公　　　告

○福岡県県土整備部・建築都市部公共事業再評価検討委員会の開催

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県土整備企画課）……………２

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　（開発・盛土指導課）……………２

○開発行為に関する工事の完了　　　　　　　　　（開発・盛土指導課）……………３

　　　　選挙管理委員会

○令和６年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における公職

　の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨の一部訂正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（行財政支援課）……………３

○令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙における公職の候

　補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨の一部訂正（行財政支援課）……………７

　　　　公安委員会

○警備員指導教育責任者講習の実施　　　　　　（警察本部生活保安課）……………13

○福岡県行政手続条例に基づく意見公募手続　　（警察本部生活保安課）……………15

○福岡県行政手続条例に基づく意見公募手続　　（警察本部生活保安課）……………15

　福岡県告示第603号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第14条第１項の規定に基づき定めた福岡県資源管理

告　　　示
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　　会議の傍聴を希望する者は、会議当日、会場にて開会30分前から受付を行うので、

開会10分前までに申し込むこと。ただし、傍聴席に限りがあるため、申込者が10人を

超えた場合は、抽選により傍聴者を決定する。

５　問合せ先

　　福岡県県土整備部県土整備企画課（福岡市博多区東公園７番７号　電話092－643－

3696）

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年10月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　（第一工区）小郡市小郡字才町1672番１及び1672番７から1672番10まで、字寺田

1693番18、1700番４、1700番５及び1711番４、字川原田1712番８から1712番11まで

、1714番３から1714番６まで、1719番５から1719番７まで、1720番４、1720番５、

1721番８、1721番９、1722番６、1722番８、1723番６から1723番９まで、1724番５及

び1725番６、字京坪1769番２、1770番２から1770番４まで、1770番６、1770番８から

1770番10まで、1776番２、1776番６から1776番９まで、1777番２、1777番３、1777番

５、1777番７から1777番13まで、1778番２及び1778番６から1778番８まで、字野添

1790番１、1790番２、1791番１から1791番４まで、1792番１から1792番13まで、1793

番２から1793番４まで、1794番２、1795番２、1796番３、1797番２、1798番１、1798

番３から1798番８まで、1800番２、1801番４、1802番４、1803番１、1803番５、1803

番７、1803番11から1803番17まで、1804番４、1805番２、1807番２、1807番４、1813

番１から1813番７まで、1814番２、1814番５、1816番２から1816番４まで、1816番６

、1816番12から1816番14まで、1817番４、1817番15及び1817番16並びに字馬草田1818

番１から1818番４まで、1819番１から1819番３まで、1820番２及び1820番３並びにこ

れらの区域内の道路・水路である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　公告

　令和７年度福岡県県土整備部・建築都市部公共事業再評価検討委員会（第１回）が次

のように公開されるので、公告する。

　　令和７年10月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　日時

　　令和７年10月28日（火）　午後１時00分

２　会場

　　福岡市博多区東公園７番７号

　　福岡県庁地下１階　行政１号会議室

３　予定議案（審議順）

　⑴　道路事業（筑紫野古賀線（太宰府市工区））について

　⑵　砂防事業（夫婦木川）について

　⑶　砂防事業（石垣川）について

　⑷　砂防事業（鹿狩川）について

　⑸　砂防事業（大谷川）について

　⑹　道路事業（中間水巻線（蓮花寺工区））について

　⑺　道路事業（国道322号嘉麻バイパス）について

　⑻　道路事業（山口原田線（筑紫野工区））について

　⑼　砂防事業（尾倉谷川）について

　⑽　砂防事業（北谷川）について

　⑾　砂防事業（有田川）について

　⑿　砂防事業（原谷川）について

　⒀　急傾斜地崩壊対策事業（愛宕二丁目地区）について

　⒁　急傾斜地崩壊対策事業（平原地区）について

　⒂　急傾斜地崩壊対策事業（穂坂地区）について

　⒃　急傾斜地崩壊対策事業（二崎地区）について

　⒄　急傾斜地崩壊対策事業（上坂地区）について

４　会議の公開
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の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨中、沖園理恵の項を次のとおり改める。　　東京都渋谷区代官山町20番９号

　　株式会社小郡物流開発

　　代表取締役　丸岡　栄之

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　令和７年10月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　三潴郡大木町大字上木佐木485番３、485番４、486番６、489番１、489番３から489

番５まで、490番１から490番６まで、491番１、491番２、498番１から498番３まで、

499番１、499番２、2139番２、2139番３及び3057番

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　三潴郡大木町大字三八松744番地１

　　社会福祉法人大木福祉会

　　理事長　塚本　泰有

　福岡県選挙管理委員会告示第96号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第189条第１項の規定による選挙運動に関する収

支報告書について、令和６年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙における候補

者沖園理恵及び近藤雅彦の出納責任者から訂正の報告があったので、同法第192条第１

項の規定に基づき公表した令和６年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙におけ

る公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨（令和７年４月福岡県選挙管理委

員会告示第35号）の一部を次のとおり改める。

　　令和７年10月21日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

　令和６年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙（福岡県第２区）における公職
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　令和６年10月27日執行の衆議院小選挙区選出議員選挙（福岡県第６区）における公職

の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨中、近藤雅彦の項を次のとおり改める。
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令

和
７

年
10

月
21

日
　

火
曜

日
第

63
9 

号 　福岡県選挙管理委員会告示第97号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第189条第１項の規定による選挙運動に関する収

支報告書について、令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙における候補者吉

村悠、仁戸田元氣及び三笘良夫の出納責任者から訂正の報告があったので、同法第192

条第１項の規定に基づき公表した令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙にお

ける公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨（令和５年９月福岡県選挙管理

委員会告示第82号）の一部を次のとおり改める。

　　令和７年10月21日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

　令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙（北九州市小倉南区選挙区）におけ

る公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨中、吉村悠の項を次のとおり改め

る。
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年
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号
　令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙（福岡市西区選挙区）における公職

の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨中、仁戸田元氣の項を次のとおり改める

。
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号
　令和５年４月９日執行の福岡県議会議員一般選挙（小郡市・三井郡選挙区）における

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨中、三笘良夫の項を次のとおり改め

る。
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までの間 は、午後０時10分までとし、その後午
後１時00分から修了考査を実施する。
）

警備員教育センター

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　36名

　⑵　追加取得講習

　　　10名

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

　　ア　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」という。

）に従事した期間が通算して３年以上である者

　　イ　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という

。）の交付を受けている者

　　ウ　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

　　エ　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

　　オ　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

福岡県公安委員会告示第311号

　警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定

する警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及

び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号

。以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。

）を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　令和７年10月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第２号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所

　⑴　法第22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等

」という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」と

いう。）

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

令和７年12月10日（水）
から同年12月17日（水）
までの間

午前９時30分から午後４時35分まで（
最終日の講習については、午後０時10
分までとし、その後午後１時00分から
修了考査を実施する。）

北九州市門司区小森江三
丁目９番１号福岡県警察
警備員教育センター

　　※　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条

例第23号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）につ

いては、休講とする。

　⑵　追加取得講習

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

令和７年12月15日（月）
から同年12月17日（水）

午前９時30分から午後４時35分まで（
初日の講習については、午後１時00分
から開始する。最終日の講習について

北九州市門司区小森江三
丁目９番１号福岡県警察
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　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　　　　　　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ　追加取得講習

　　　ア　５⑶アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し

　⑷　講習受講手数料

　　ア　新規取得講習

　　　　38,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　14,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

　　　　　また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア　受講を希望する者は、まず５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育セ

ンターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込みを行

い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中であっ

ても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後４時00分までの間に、受付場所である福岡県警察警備員教育セン

ターに赴き、受付番号を申告するとともに、５⑶に掲げる必要書類に受講手数料

を添えて受講申込みを行うこと。

　　ウ　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする

　　　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、４⑴アからオまでのいずれかに該当する者

５　受講申込手続等

　⑴　事前（電話）受付期間

　　ア　受付日

　　　　令和７年11月４日（火）及び同年11月５日（水）

　　イ　受付時間

　　　午前９時00分から午後４時00分までの間

　⑵　受付場所

　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

　　　ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

　　　　※　同申込書には、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写真を貼付す

ること。

　　　イ　４⑴アからオに掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　　　　　⒜　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明

する警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。

）

　　　　　⒝　履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者　

　　　　　　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者
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　　関連資料については、福岡県警察ホームページ（https://www.police.pref.fukuoka.

jp/）に掲載するほか、福岡県警察本部生活安全部生活保安課に備え置く。

福岡県公安委員会告示第313号

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第１項の規定に基づき、古

物営業法に基づく審査基準（案）について、次のとおり意見を募集する。

　　令和７年10月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　意見募集期間

　　令和７年10月21日から同年11月20日まで

２　概要、受付方法等

　　関連資料については、福岡県警察ホームページ（https://www.police.pref.fukuoka.

jp/）に掲載するほか、福岡県警察本部生活安全部生活保安課に備え置く。

。

　　エ　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

　⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

　⑵　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了

証明書を交付する。

７　その他

　⑴　講習受講の際には、筆記用具を持参すること。

　　　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日にお

いては動きやすい服装を用意すること。

　⑵　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間、福岡県警察本部生活保安課警備業係（電話092（641）4141内線3173、

3174）に対して行うこと。

　⑶　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、福岡県警察のホームページ

からダウンロードすることができる。

　⑷　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。

福岡県公安委員会告示第312号

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第１項の規定に基づき、探

偵業の業務の適正化に関する法律に基づく指示処分及び営業停止命令の基準等（案）に

ついて、次のとおり意見を募集する。

　　令和７年10月21日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県公安委員会　　

１　意見募集期間

　　令和７年10月21日から同年11月20日まで

２　概要、受付方法等


